
（様式第３号）
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□　a.期待以上

■ b.期待どおり

□　c.やや下回る

□　d.期待以下

　最終予算額　 （Ａ) 国庫・県単

　決　算　額 （Ｂ) 実施方法

Ｂ(H21はＡ）のうち一般財源

 従事する職員数

 概算人件費　  （Ｃ）

　概算事業費　（Ｂ(H21はA)＋Ｃ）

　■　余地なし □　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

事
 
業
 
の
 
課
 
題

区　分 判　定　・　説　明

事業のニーズの変化

県の関与を見直す余地

有効性を高める余地

効率性を高める余地

課題の総括
 　農地転用案件は緩やかに減少しているものの、農地法関連事務の権限移譲や国の農地制度改革により、農業
委員会が果たす役割はこれまでより大きくなっており、農業委員会に対する研修や巡回指導の実施がこれまで以上
に求められている。

判
定
の
説
明

事　業　名

79,603

事
業
実
績

内　　容 単位

農業委員会に対する研修・巡回指導等

千円

千円

　概　算
　人件費

件

回

事
業
コ
ス
ト

区　　分 単位

人

千円

平成21年度事務事業評価シート （20年度実施事業分）

- 農政部農業政策課部・課事業番号

３０２４

nosei@pref.nagano.jp

成
果
と
達
成
状
況

事業の目指す成果 達成度（期待どおり）の判定基準（H20) 達成状況 評価

農地法等に規定された業務の適正な
実施を図る。

農地転用案件の知事諮問について
審議・答申を行うこと。
（予定件数：4,300件）

知事からの諮問に基づき3,861件の農地
転用案件につき審議・答申を行った。

内線

E-mail
農業委員会等補助事業（農業会議費補助金）

中期総合計画主要施策番号
担
当
課

20年度 21年度（予定）19年度

68

左記以外の20年度の実績

農地転用案件の知事諮問に係る処理件数 4,333 3,861 4,300

72 70

  農業委員会等に関する法律上、農業会議は収益事業
を行うことができないため、業務運営には県の関与が必
要である。

  □　増加 ■　横ばい □　減少

20年度 21年度（当初） 20年度の概要

千円 79,603 81,308 75,033 国庫・県単

19年度

81,308 ― 補助

66,056 67,930 61,881 歳出節別
内訳等

（単位：
　　千円）

0.40 0.40
補助金：81,308

0.40

2,860

77,893

2,856 2,860

千円 82,459 84,168

【課題の特定（事業の実施により解決しようとする課題は何か）】

・農地法等に規定された業務を適正に実施する。
・市町村農業委員会の委員等に対する研修及び農業委員会が行う業務への助言・協力を行う。

事
 
業
 
の
 
概
 
要
 
等

事業の
目　的

・県知事から諮問を受けた農地転用案件に対する答申など、農地法等により農業会議が実施しなければならない業務を適正
に執行する。
・市町村農業委員会の委員及び事務局職員の資質向上を図るとともに、市町村農業委員会が行う業務への助言・協力を行
う。
・認定農業者等担い手の育成・確保及び担い手への農地の利用集積を図る。
【現状（事業の目的との間にどのようなギャップがあるか）】
   農業委員会等に関する法律により、農地法等に規定されている農地転用案件に関する県知事への意見の答申業務並びに
市町村農業委員会の委員等に対する研修及び市町村農業委員会が行う業務への助言・協力は、農業会議が行うこととされて
いる。
【原因分析（ギャップが発生している原因は何か）】

　 農業委員会等に関する法律により、農業会議は収益事業を行うことができないため、農業会議が業務を行うためには、国及
び県による財政的な支援が必要である。

事業の
必要性

事業内容
・農業会議に対する人件費補助（会議員手当、職員給与・法定福利費）
・農業会議が農業委員会に対して実施する研修会・巡回指導等への補助

実施期間 S26 根拠法令等 農業委員会等に関する法律第40条、農業委員会交付金等交付要綱


